
介護給付 訓練等給付

市　町　村

障害者・児

・居宅介護

・施設入所支援

・重度障害者等包括支援

・短期入所

・生活介護

・療養介護

・重度訪問介護

・共同生活援助

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）

自立支援給付

地域生活支援事業

・移動支援　　・地域活動支援センター　　・福祉ホーム

・相談支援　　・意思疎通支援　　　　　　・日常生活用具

都道府県

支援

自立支援医療　等

・（旧）精神通院医療

・（旧）育成医療

・（旧）更生医療

補装具

地域相談支援

計画相談支援

２８条１項

２８条２項

７７条１項

・広域支援　・人材育成　等　　　７８条

６条

・成年後見制度利用支援事業　　　　　　　　　　　　　　　等

・就労移行支援　・就労継続支援

・就労定着支援　・自立生活援助

５条２４項

５条２５項

５条１８項

５条１８項

・同行援護

・行動援護

�‐２ 総合的なサービスの体系

注 自立支援医療のうち旧精神通院医療の実施主体は都道府県等。
出典 厚生労働統計協会『国民の福祉と介護の動向 ２０２２／２０２３』p．１５５
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